
書式第12号（法第28条関係）

事業報
生
ロ 用

平成S0年度 事業報
生
目 書

認定NPO法人いきいきねっと

1 事業の成果

平成30年度も前年に引き続き東京都中央区にある事務所を主な活動場所として､各事業を展開した。
ポータルサイトを利用した全国各地の診療所情報提供を随時行い、並行して被災した東北地方及び
九州地方の診療所の復興支援活動を行った。

2事業の実施に関する事項

（1）特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【2,368】千円）

(事業費の総費用【54】千円）（2）その他の事業

定款に記載
された

事業名
事業内容 日時 場所

従事者
人数

受益

対象者

範囲

受益

対象者
人数

事業費
(千円）

(1)医療機関
情報の無料提
供サービス活
動

･医療機関検索サイト｢い
きいきねっと」にて、医
療情報の公開及びインフ
ォームドコンセントの促

進を目的に、全国の医療

機関に関する情報を統一
されたフォーマットにて

無料提供する。

．｢いきいきねっと」掲載
医療機関と提携し、医療
知識啓発を目的とするセ

ミナーを開催する。

随時

毎月1回

主たる事務所

東京都内

42名

8名

サイト閲

覧者

講師、ス

タッフ、

及びセミ

ナー参加

者

不特定

多数

不特定

多数

2,368

0

(2)地域医療
の維持及び再
生活動

震災の影響で閉鎖・廃止
した診療所の、復活・再
生のため現地調査を行
ｰ

フ。

随時 東北地方及び

九州地方
6名 診療所受

診者
不特定

多数

0

(3)教育支援
事業、教育支
援団体への寄
付

特に医学部に通学して
いる学生で、教育支援を
必要とする学生に対し
金銭的な支援を行う。又
は同様の教育支援を行
害
フ
雲
フ

団体に対し寄付を行
◎

随時 主たる事務所 2名 希望する
学生又は
教育支援
団体

若干名 0

定款に記載
された

事業名
事業内容 日時 場所

従事者

人数
事業費
(千円）

(1)団体保険、
団体契約保険
の収納代行

団体保険及び団体契約保険に関して一連の収
納代行業務を行う。

随時 主たる事
務所

4名 54



活動計算書
平成30年5月1日から平成31年4月30日まで

（単位:円）

認定NPO法人いきいきねっと

科目
特定非営利活動

に係る事業
その他の事業 合計

I経常収益

1.受取会費

正会員受取会費

賛助会員受取会費

2.受取寄付金

3.事業収益

保険収納代行事業収益

4.その他収益

経常収益計

Ⅱ経常費用

1.事業費

(1)人件費

給料手当

法定福利費

人件費計

(2)その他経費

広告宣伝費

通信費

交際費

旅費交通費

消耗品費

諸会費

支払手数料

租税公課

減価償却費

その他経費計

事業費計

2.管理費

(1)人件費

(2)その他経費

事務用品費

新聞図書費

支払報酬料

その他経費計

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

Ⅲ経常外収益

収益事業繰入金

非収益事業繰入金

雑収入

経常外収益計

Ⅳ経常外費用

収益事業操出金

非収益事業操出金

過年度損益修正損

経常外費用計

税引前当期正味財産増減額

法人税､住民税及び事業税

経理区分振替費

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

908,000

238,396

1,146,396

1,428,000

4,124

1,432,124

17,270

78,532

93,940

30,090

14,292

2,700

293,486

1,315

403,812

935 437

2,367 561

0

2,603

630

1,92051

515 153

515 153

2,882 714

△1,736 318

1,600,000

1,600,000

470,000

470,000

4606,318

4129,942

△736,260

2,670,096

2,670,096

0

53,568

53,568

53,568

0

511,920

511 920

511 920

565 488

2,104 608

470,000

213,300

683,300

1,600,000

1,051,450

2,651 450

136 458

266 400

129 942

0

908,000

238,396

2,670,096

3,816,492

1,428,000

4,124

1,432,124

17,270

78,532

93,940

30,090

14,292

2,700

347,054

1,315

403,812

989 005

2,421 129

0

2,603

630

1,023,840

1,027 073

1,027 073

3,448 202

368 290

1,600,000

470,000

213,300

2,283,300

470,000

1,600,000

1,051,450

3,121 450

△469 860

266 400

0

4736,260

2,772,620

2,036,360



貸借対照表

平成31年4月30日現在

(単位:円）

認定NPO法人いきいきねっと

科目
認定NPO

に係る事業
その他の事業 合計

I資産の部

l.流動資産

現金

普通預金

普通預金

非収益事業未収金

流動資産合計

2.固定資産

ソフトウェア

固定資産合計

資産合計

Ⅱ負債の部

1.流動負債

収益事業未払金

未払金

未払法人税等

流動負債合計

負債合計

Ⅲ正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

20,213

80,491

100,704

1,929,888

1,929,888

2,030,592

1,770,387

18,576

1,788,963

1,788,963

847,947

4606,318

241,629

2,030,592

290,744

1,770,387

2,061,131

2,061,131

266,400

266,400

266,400

1,924,673

4129,942

1,794,731

2,061,131

20,213

80,491

290,744

1,770,387

2,161,835

1,929,888

1,929,888

4,091,723

1,770,387

18,576

266,400

2,055,363

2,055,363

2,772,620

△736,260

2,036,360

4,091,723



書式第16号（法第28条関係）

平成30年度 計算書類の注記

認定NPO法人いきいきねっと

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日一部改正NPO法人会計基準協議会）
によっています。

1．

(1)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却は、法人税法の規定による定率法によっています。ただし、建物の減価償却は定額法

によっています。
無形固定資産の減価償却は、法人税法の規定による定額法によっています。

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2． 事業別損益の状況

(単位：円）

科目
医療機関情報の無
料提供サービス活

動

地域医療の維持
及び再生活動

教育支援事業、
教育支援団体へ

の寄付

団体保険、団体
契約保険の収納

代行
事業部門計 管理部門 合計

I 経常収益

1．受取会費
2．受取寄附金
3．事業収益
経常収益計

Ⅱ経常費用
（1）人件費
給料手当

法定福利費
人件費計

(2)その他経費

広告宣伝費
通信費
交際費
旅費交通費

消耗品費
諸会費
支払手数料
租税公課

減価償却費
事務用品費
新聞図書費
支払報酬料
その他経費計

経常費用計

当期経常増減額

908,000

238,396

1,146,396

1,428

4
，
Ｐ

000

124

1,432,124

17,270

78，532

93，940

30，090

14,292

2,700

293,486

1,315

403,812

935,437

2,367,561

41,221,165

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,670,096

2,670,096

0

53,568

53,568

53,568

2,616,528

908,000

238,396

2,670,096

3,816,492

1,428

4
，
ザ

000

124

1,432,124

17,270

78，532

93，940

30，090

14，292

2,700

347,054

1,315

403,812

989,005

2．421．129

1,395,363

0

0

2
p 603

630

1,023,840

1,027,073

1.027.073

A1,027,073

2

908,000

238,396

670,096

3,816,492

1,428,000

4,124

1,432,124

17，270

78，532

93，940

30，090

14,292

2，700

347,054

1，315

403,812

2，603
630

1,023,840

2,016,078

3,448,202

368,290



財産目録
平成31年4月30日現在

（単位:円）

認定NPO法人いきいきねっと

科目
認定NPO
に係る事業

その他の事業 合計

I資産の部

1.流動資産

現金

三井住友銀行普通預金

三井住友銀行普通預金

非収益事業未収金

流動資産合計

2.固定資産

ソフトウェア

固定資産合計

資産合計

Ⅱ負債の部

1.流動負債

収益事業未払金

未払金

未払法人税等

流動資産合計

負債合計

正味財産

20,213

80,491

100,704

1,929,888

1,929,888

2,030,592

1,770,387

18,576

1,788,963

1,788,963

241,629

290,744

1,770,387

2,061,131

2,061,131

266,400

266,400

266,400

1,794,731

20,213

80,491

290,744

1,770,387

2,161,835

1,929,888

1,929,888

4,091,723

1,770,387

18,576

266,400

2,055,363

2,055,363

2,036,360



書式第18号（法第28条関係）

事業報
生
ロ 用

平成30年度年間役員名簿腱麓麓灘繍塞疑鮮翻:瀦舗輔爾鍾
認定NPO法人いきいきねっと

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください｡）

国以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 （法第20条関係）

図各役員について、親族の規定に違反していません。 （法第21条関係）

2役員一覧

役名
どちらかに○

(フリガナ）

氏 名
住所又は居所

前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間
(該当者のみに記入）

1 、 監事

ｴﾉﾓﾄ ｼﾝﾔ

榎本信哉

平成30年5月1日
～

平成30年6月12日

平成30年7月1日
～

平成31年4月30日

年 月 日
～

年 月 日

2 ③ 監事

ﾐヨシ タツ

三好立

平成30年5月1日
～

平成30年6月12日

平成30年7月1日
～

平成31年4月30日

年 月 日
～

年 月 日

3 、 監事

ｿｳﾀﾞ ｻﾄｼ

宗田聡

平成30年5月1日
～

平成30年6月12日

平成30年7月1日
～

平成31年4月30日

年 月 日
～

年 月 日

4 ③ 監事

二ｼﾃﾞ ﾘｮｳｲﾁ

西出良一

平成30年5月1日
～

平成30年6月22日

平成30年7月1日
～

平成31年4月30日

年 月 日
～

年 月 日

5 理事③
ｲﾁｷﾞ ﾕｳｲﾁ

一木雄一

平成30年5月1日
～

平成30年6月22日

年 月 日
～

年 月 日

6 理事③
ｵｶﾞﾜ ﾘｮｳｲチ

小川 品凸 一

平成30年7月1日
～

平成31年4月30日

年 月 日
～

年 月 日



書式第4号（法第10条・第28条関係）

｡】 ｡】年

氏 名 住所又は居所

1 榎本信哉

2 三好立

3 西出良一

4 宗田聡

5 椎原正

6 八峠正

7 秋永優

8 前山田純

9 福内大輔

10 櫻井康行

l1 上野佳則

12 北恭子



監査報告書

今燕元年7月四日

認定NPO法人いきいきねっと

理事長榎本信哉殿

認定NPO法人いきいきねっと

監事 小川亮一

当監事は､｢特定非営利活動促進法｣第18条の規程に基づき､認定NPO法人いきいきねっと

の平成30年5月1日から平成31年4月30日までの第8期事業年度における理事の業務

及び財産の状況について監査を行い､以下の通り報告する。

1.監査方法の概要

1)会計監査について帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて

財務諸表の正確性を検討した。

2)業務監査について理事会及びその他の会議に出席し､理事から業務の報告を聴取し、

関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2.監杏意見

1)財産目録､貸借対照表及び活動計算書は､法令及び定款に従い法人の財産並びに

損益の状況を正しく示していると認める。

2)事業報告書の内容は真実であると認める。

3)理事の職務執行に関する不正の行為､または法令もしくは定款に違反する重大な事実

はないと認める。

以上




